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注）北秋田市から通勤が不可能な場所への転勤が条件の方は対象になりません
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④社会福祉法人秋田県社会福祉協議会の教育支援資金

残念ながら
市の奨学金返還
支援制度の対象
になりません

※ただし、秋田県
奨学金返還助成
金の対象になる
場合が考えられま
すので、県のリー
フレット等でご確
認ください。

あなたが貸与した奨学金は、大学、短大、大学院、高等専門学校、専
修学校、高等学校、特別支援学校のいずれかで在学したときのもので
すか？

はい いいえ

あなたは、上記のい
ずれかの学校の新
卒者（または中途退
学者）で奨学金の返
還が卒業の翌年度
からはじまる方です
か？

あなたは、平成27
年4月1日以降、上
記のいずれかの学
校の卒業者（または
中途退学者）であっ
た方で、現在奨学
金を返還中の方で
すか？

あなたは上記学校の
いずれかの既卒者（ま
たは中途退学者）で北
秋田市に住民登録した
時点で45歳未満で奨
学金を返還中の方で
すか？

いいえ
はい

あなたは、平成27年4月1日以
降、北秋田市に転入し住民登録
した、または継続して住民登録
していますか？

⑤地方公共団体等の奨学金
はい いいえ

はい

いいえ

北秋田市奨学金返還支援制度　受給条件チェックシート

貸与を受けている奨学金は次のいずれかに該当しますか？
①日本学生支援機構（第１種・第２種）
②秋田県育英会（大学月額・高等学校・多子世帯向け）
③北秋田市奨学資金

いいえ
はい

はい いいえ

はい いいえ

あなたは、転入前1年以上北秋田
市外に住民登録していた方で、平
成27年4月1日以降、北秋田市に転
入し住民登録した方ですか？

はい いいえ

はいの場合、前住
民登録地を記入

はい いいえ

あなたは、申請年度において北秋田市内の住所地か
ら通勤可能圏内で就労している（いた）、または通勤
可能圏内で近く就労が決まっている方ですか？

就労月日（予定）を記入

年　　　月　　　日

あなたは、北秋田市に５年間定住する意思がありますか？
または、雇用契約等において５年間定住できる環境にありますか？

あなたは国家資格に基づく就労をしていますか？

はい いいえ

あなたは、１／２（千円未
満切捨て）の助成対象になる
方です

あなたは、１／３（千円未
満切捨て）の助成対象になる
方です


